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翻訳紹介

ロースクール（法科大学院）規則（２）

琉球大学大学院法務研究科

教授永田均

助教授武田昌則

前74号でハワイ大学ロースクール学則の翻訳を紹介したが、本号では、これ

と－体をなす「予備入学プログラム規則及び学業に関する異議申立規則」の翻

訳を紹介する。

学業に関する異議申立規則は、日本における全国の法科大学院においてその

整備・導入が実施・検討されているところであるが、ハワイ大学ロースクール

の規定には、学生の利益と学内の秩序維持の調和を図る規定が多数設けられて

おり、これからのあるべきロースクールを手探りで模索しながら作ってゆこう

とする日本のロースクールの創成期に係わるわれわれ教員にとっては、大変示

唆に富むものとなっている。

ハワイ大学ロースクールの予備入学（プレ・アドミッション）プログラムは、

太平洋諸島の出身者がハワイ大学ロースクールに入学することができるよう、

予備学生として１年間入学させた上で、所定の履修条件をクリアした者につい

ては正規の学生としての入学を認めるというものである。このプログラムにつ

いては、琉球大学法科大学院がハワイ大学ロースクールのAviamSoifbr研究

科長を招聰して、2005年３月に開催したシンポジウムにおいても、聴衆や地元

沖縄のメディアからも多くの質問が寄せられ、法科大学院入学希望者（学生）

の新たな選抜方法として注目されるところであり、日本のロースクールにその

導入を検討するにあたって、本号において翻訳紹介するハワイ大学ロースクー
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ルの規定が、数少ない貴重な参考例となるものであることをわれわれは確信し

て翻訳したものである。

ハワイ大学ロースクール学業規則（AcademicRegulations）（１）

セクション１

セクション２

セクション３

セクション４

セクション５

セクション６

学業成繍の記録

ハワイ大学ロースクール法務博士号取得要件

スペシャルプロジェクト

成績評価

在学継続資格

必修の科目・演習・ワークショップに合格すること及び科目

の再履修

書面作成課題の提出期限

監査

再入学

試験

成績評価結果の審査手続

学生による試験答案の審査についての規定

サマースクール

他校訪問中のハワイ大学ロースクール学生

ハワイ大学訪問中の他校の学生

編入学生

単位互換

パートタイム（非常勤）就労

外国の法律プログラム

規則的かつ厳格な参加要件

履修科目の負担

セクション７

セクション８

セクション９

セクション10

セクション１１

セクション１２

セクション１３

セクション１４

セクション１５

セクション１６

セクション１７

セクション１８

セクション１９

セクション２０

セクション2１
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セクション２２

セクション２３

セクション２４

セクション２５

セクション２６

セクション２７

セクション2８

ロー・ジャーナル

科目履修の取梢

休学

兵役

規則の改正

抗告

プライバシーの権利

以上74号掲載

ハワイ大学ロースクール学業規則（AcademicRegulations）（２）

予備入学（プレアドミッション）・プログラム規則

1．予備学生の地位

ｎ．WSRSLに入学するための資格

IILロースクール入学許可後

学業に関する異議申立て手続規則

Ｌ教員の責務

Ⅱ、学生の責務

Ⅲ学業上の異議の審理のための手続

Ⅳ、ロースクール学業異議処理委員会

Ｖ・異議処理委員会の終局的な決定に対する抗告

Ⅵ、異議処理委員会の権限

Ⅶ．大学外での救済手段

Ⅷ、規則の可分性

以上本号掲載
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ハワイ大学ロースクール学業規則（AcademicRegulations）（２）

予備入学（プレアドミッション）・プログラム規則

（2004年８月改訂）

ハワイ大学マノア校ウィリア.ｓ・リチャードソンロースクール（以下、

｢WSRSL」という｡）の学業規則は、全ての予備学生'に適用されて、本規則と

一体のものとして扱われる。下記の規定は予備入学プログラム2履修中の学生

について特に設けられたものである。上記の２つの学業規則が抵触する場合に

は、予備入学プログラムのために特に設けられた規定が優先するものとする。

Ｌ予備学生の地位

Ａ・予備学生は未分類の大学院学生として登録される。ロースクールに正式に

入学することにより、予備学生はロースクール生に分類されたものとして登

録される。

IIWSRSLに入学するための資格

Ａ、必修科目

１．１年次の通常科目

予備学生は、秋学期に下記の１年次の通常科目を履修するものとする。

ＬＡＷ504：リーガル・メソッド・セミナー３単位

ＬＡＷ506：法情報調査１単位

ＬＡＷ509：契約法Ｉ３単位

ＬＡＷ516：民事手続法３単位

lPre-AdmiR昼ionstudent

2Pre･Admissionprogram

(１２６）
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予備学生は、春学期に下記の１年次の通常科目を履修するものとする。

ＬＡＷ505：上訴審弁論２単位

ＬＡＷ510：契約法Ⅱ３単位

ＬＡＷ517：民事手続法Ⅲ３単位

2．予備入学演習

予備学生は、さらに、各学期（秋学期LAW５０１：３単位、春学期LAW

５０２：３単位）の予備入学演習を履修しなければならない。

３．補講

さらに、予備学生は、秋学期に、ＬＡＷ５１６Ｌ（民事手続法補講ｌ単位）

及びLAW5０（契約法補講ｌ単位)、春学期にLAW517L（民事手続法補

講１単位）及びLAW510L（契約法補講ｌ単位）を履修しなければな

らない。

Ｂ成績評価

１．予備学生は、予備入学期に履修する１年次の科目において、正規のｌ年

次学生と同じ基準で試験を受験し、成績を評価されるものとする。

ａ・上記の科目については、「単位付与」あるいは「単位なし」以外の成

績情報が、公式資格で学生自身及び大学職員が職務として取り扱う場合

を除いては、何者にも報告されないものとする。

ｂ、上記の成績評価は、学生の修了認定、退学の回避又はプロベーショ

ン3の回避の目的で学生を援助する以外のために用いられることはない

ものとする。成績評価は、以下のセクション11.0に基づく学業資格を

決定するためにも使用されるものとする。

ｃ・本セクションにおいて用いられる「単位取得」とは、Ｄ以上の成績を

3ハワイ大学学業規則に規定されており、退学が適当か否かを観察するための猶予期間を
意味する。
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収めたことを示すものである。

２．予備入学演習及び補講は、多段階評価による参考成績を用いることなく

「単位取得」又は「単位なし」としてのみ成績評価されるものとする。「単

位取得」は下記の学生に与えられるものとする。

ａ・予備入学演習及び補講に規則的にかつ時間どおりに参加した学生

（１）欠席は、前記の３つの科目の各１つあたり３回を超えてはならない。

それを超える欠席は副研究科長によってのみ許され、健康上やむをえ

ない事由その他個人の緊急事態を理由とするものに限られる。立証書

類が要求されることがある。

ｂ・演習や補講の指導者により指示された履修要件、課題、再課題、期限

の全てを実質的に遵守した学生

3．予備学生は科目・演習において「Ｉ（不完全)」の成績をとることは許さ

れない。「Ｆ」の成績は、学生が試験を受けなかったか、上記Ｂ２の要件

を充たさないという場合に付せられることとなる。

Ｏ常時在籍及びロースクールの入学の基準

１．早期入学

ａ・予備入学演習、補講、法情報調査において単位を取得し、予備入学秋

学期の契約法・民事手続法に関して2.50以上2.99以下のＧＰＡを取得した

学生は、副研究科長が学生の申入れに基づき入学を遅らせるべき特段の

事情が存するものと決定した場合を除き、春学期より正規の学生として

入学を認められるものとする。予備入学演習、補講、法情報調査におい

て単位を取得し、予備入学秋学期の契約法・民事手続法に関して3.00以

上のＧＰＡを取得した学生は、春学期より正規の学生として入学を認めら

れるものとする。

２．予備入学プログラムの継続

(128）
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ａ，予備学生が、予備入学プログラムにおける第２学期の継続を認められ

るためには、予備入学プログラムにおける第１学期の通常科目の全てに

おいて1.00以上のＧＰＡを取得し、予備入学演習及び補講において単位を

取得しなければならない。

３．学生が、予備入学プログラムの両学期において、予備入学演習及び補講

で単位を取得し、

ａ，予備入学プログラム春学期で履修した全ての科目で2.00以上のＧＰＡを

取得した場合、又は、

ｂ、予備入学プログラムの両学期で願修した全ての科目で2.00以上のＧＰＡ

を取得した場合には、

その次の秋学期より正規に分類されたロースクール生として入学を認めら

れるものとする。

４．仮入学

ａ・学生が、予備入学プログラムの両学期において、予備入学演習及び補

講で単位を取得し、

（１）予備入学プログラム春学期で履修した全ての科目で1.60以上1.99

以下のGPAを取得した場合、又は、

（２）予備入学プログラムの両学期で履修した全ての科目で1.60以上

１．９９以下のＧＰＡを取得した場合には、

その次の秋学期より正規に分類されたロースクール生として仮入学を

認められるものとする。

５．予備入学プログラムからの退学

ａ，上記のＱ２に規定されるところの、予備入学プログラム第２学期へ

の継続を認められるための要件を充たすことのできなかった学生は、予

備入学プログラムから退学させられるものとする。

ｂ・上記のＣ、３又は４に規定されるところの、予備入学プログラム両学

(129）
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期後の入学のための要件を充たすことのできなかった学生は、ロースクー

ル生としての入学を認められないものとする。

111ロースクール入学許可後

Ａ・’又は２の予備入学プログラムの学期を終えてロースクールヘの入学が認

められた学生は下記の定めに従う。

１．予備入学プログラムの学期に履修した科目のうち、ロースクールの1学

年次の通常科目についてのみ、修了要件に算入される。

２．予備入学年次においてＦを取得した科目については通常の科目を再履修

しなければならず、再履修の場合にはＤ以下の成績評価を受けるものとす

る。ロースクール入学許可後の再履修については、ロースクール学業規則

セクション６の定めに従うものとする。

３．予備入学プログラムの学期に履修していない全ての１年次科目と演習を

履修しなければならない。但し、予備入学プログラムを１学期のみ修了し

た後にロースクール入学が許可された学生は、入学許可直後の第２学期に

おいて１年次の連続科目（たとえば不法行為ＩＤを履修することは許され

ない。

４．副研究科長の同意を得て、通常の１年次科目の履修を完了する学生につ

いては、２学年次以上に配当される法律科目を履修することができる。入

学許可を受けた予備学生は、入学許可後最初の学期において12単位を超え

て履修しないことが強く推奨される。１学年を修了した学生のみがエクス

ターンシップを履修することができる。

B・在籍

１．予備入学プログラムの学期は修了認定のための６学期在籍の要件には算

入されないものとする。ロースクール学生が法律学の履修を完了しなけれ
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ばならない５年の期間は、ロースクールに正式に入学した最初の学期から

開始するものとする。

Ｃ・仮入学

１．正規の１学年次のクラスに仮入学を認められた予備学生は、仮入学許可

後の最初の学期で少なくとも1.75のGPAを取得しない限り、継続して在籍

することができない。仮入学期間中の学生は、その後の各学期において、

少なくとも2.0以上のＧＰＡを取得しなければならない。

、サマースクール

１．早期に入学を許可され、良好な成績を収めている予備学生は、正規入学

後の最初の学期後の夏休みにABAにより認可されたサマープログラムを履

修することができる。但し、第１年次の科目の履修を完了できない場合、

予備学生が特定の選択科目を履修するにつき影響が及ぶことに留意された

い。
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学業に関する異議申立て手続

（2001年７月改訂）

ここに定める規定・手続は、WSRSLの教授会燗が、個々の学生と個々の教員

との間の学業関係から生じる問題を解決することにより、ロースクールの教員

と学生の一貫した公平な取り扱いに役立てるべく、制定したものである。本規

定・手続は、教員の教授者としての責務と学生の学習者としての責務に関連し

随伴する問題についてのみ適用されるものである。

大学全体の規定と手続に従い、上記の規定と手続はロースクールで科目を履修

する学生についてのみ適用されるものである。上記の手続を通じて下された決

定は、大学全体として終局的なものとする。

定義規定

学生：ロースクールにおいて学業単位を取得するための科目を履修する全ての

個人

教員ｓ：ロースクールにおいて学業単位のための研究・教育に従事する全ての

個人

学期：サマースクールを含む全ての教育期間

1．教員の責務

教室および会議では、教員は、その行動につき最高の専門的な水準に従うこ

とが要求される。教員の責務は下記事項を含むものである。

4以下、教授会という場合、断りのない限り、専任全教員が参加する会議をいうものとす
る。

sFacultyMemberを教員と翻訳した。

(１３２）
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Ａ・「学生の責務」（セクションＩＤに示された責務を果たして行動する学生

が履修する全ての科目の履修を完了することを認める。

Ｂ・最新の受講案内と基本的に合致した授業を行うこと。

ｃ・学生に対し、学期もしくは授業の始まりにおいて、科目の目的、成績評価

基準、課題を明示したシラパス、出席要件（ＩＬＢ参照)、科目における授業

の実施方法につき文書で説明すること。科目のシラパスは、予習課題の変更

を反映させるべく、学期中は口頭もしくは文書で改訂することができる。実

質的な変更及び試験の詳細についての変更は書面でなされなければならない。

Ｄ・学生の提出した課題、試験答案は、学生に返却されない限り、１年間保管

すること。

Ｅ・クラスのスケジュール（開始時間・修了時間）を記載したインストラクショ

ン（内容説明書）を交付し、ロースクールのスケジュール及び試験期間を遵

守すること.

Ｆ・学生に対し、科目における学生の業績・進歩についての公正かつ客観的な

評価を適宜与えること。

Ｇ・教員の科目において、要求があった場合、学生に対する最終成績について

議論し、専門的な裁量の濫用、恋意、偏向その他重大な不公正のないように

すること。

Ｈ・教育環境において学生を公平で偏向のないように取り扱い、人種．宗教．

（133）
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民族・性・障害・年齢による差別及びいやがらせが生じないようにすること

Ｌ通常の学期中、学生と会談できるよう、合理的で相互の便宜に資するオフイ

スアワーを掲示し、これを守ること。

Ｊ・学生その他の者による貢献についての著者の表示について、1975年12月に

採択された教授会規則及びその修正に従うこと.

Ｋ、学生が異議を申し立てたことを理由として、学生に対し、異議申立て手続

を妨害したり、制裁的な行動をとったりしないこと。

Ⅱ学生の責務

ロースクール学業異議処理委員会（異議処理委員会）が、異議を審理するか

どうかについての決定は、部分的には、異議に関する全ての事項に関して、異

議を申し立てた学生が下記の責務を果たしたかどうかにかかっているものであ

る。

Ａ・教室内で他の学生の学習する権利を害するような行動をとらないこと。

Ｂ，教員の要求に従って授業に出席し、欠席は最終成績もしくは単位取得につ

き不利に作用しうることを認識すること。

Ｃ･教員により指示された科目の課題・要件を充足し、課題・要件の不充足は

最終成績もしくは単位取得につき不利に作用しうることを認識すること。

Ｄ・大学及びロースクールによって公布された学生・学業・行政規則に従うこ

（134）



琉大法学第75号（2006） 5８

と。

Ｅ・異議の救済を求めるにつき公式の手続に従うこと。

Ｆ・軽率な異議を差し控えること。

Ｇ・人種・宗教・民族・性・障害・年齢による差別及びいやがらせが生じない

ような教育環境を作り出すように努力すること。

Ⅲ、学業上の異議の審理のための手続

学生が、自らの異議に関して学生としての責務を果たしており、教員が本規

則のセクションIに規定される責務を果たしていないと信じるとき、もしくは、

教員が、学業関係において窓意的・気まぐれに行動したと信じるときは、学生

は、救済を求めるための行動をとることができる。行うことのできる行動は下

記に要約されたとおりであり、科目についての成績が学生に送付されてから４５

日後までに提起されなければならない。異議処理委員会は秋・春の各学期中に

のみ開催されるものであるから、学生の行動が学期の終期に開始された場合、

その終結が次の学期にずれこまざるを得ないこともありうる。

Ａ・ステップ１（非公式の手続）学生は当該教員との間で問題を解決しよう

と試みるべきである。学生は、当該教員と話し合う前に、異議について研究

科長補佐又は副研究科長と話し合うことができる。異議がセクシャルハラス

メントに関する請求を含む場合には、学生は、教員と話し合う前に、大学の

公平及び是正行動官6に相談すべきである。教員との問題の解決を試みる際

GEqualOpportunityandAffirmativeActionOfficer
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には、学生と教員は大学内で利用可能な専門的な調停サービスを利用するこ

とが推奨される。異議に関して学生から接触を受けたときは、教員は、まず、

上記の手続が存在することを了知させ、手続前に学生が副研究科長の事務所

からコピーを取得するよう促すべきである。

ステップ１による解決が成績の変更を相当とする場合は、成績変更は全教

員会議の承認を得た上で行われなければならない。

B，ステップ２（公式の手続）ステップ１で問題を解決することが出来ない

場合、学生は、(1)在り得る一定の違反行為を特定した上で、学生の覚知し

た事実。(2)要求する救済。(3)ステップ１での協議があった場合は、そこで

の教員の対応を記載した正式な書面での申立書を作成する。本申立書は教員

のための副本１通を添えて、ステップIによる解決が学生に通知された日か

ら14日以内に副研究科長に提出されなければならない。もし副研究科長が当

該教員として関わっている場合には、研究科長が本セクションでの副研究科

長の任務を遂行するものとする。セクシャルハラスメントを主張する正式な

異議申立書は副研究科長により審理されることはなく、直ちに公平及び是正

行動官に送付される。

副研究科長は、まず学生と教員に別々に面会するか、両当事者が同意した

場合には双方とともに異議申立てについて協議して、相互に合意できる解決

を試みるものとする.異議申立書の受領後１４日以内に解決が出来ない場合は、

副研究科長は、両当事者に対し、ステップ２が終結し学生はステップ３によ

る解決を申し立てることができる旨を書面で通知するものとする。

ステップ２による解決が成績の変更を相当とする場合は、成績変更は全教
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員会議の承認を得た上で行われなければならない。

Ｃ・ステップ３（ロースクール学業異騒処理委員会）異議申立書の受領後１４

日以内に、両当事者がステップ２において満足できる解決に達しない場合に

は、学生は副研究科長に対し、書面で、異議処理委員会での審理を請求する

ことができる。かかる請求は、学生が、ステップ２が終結した旨を通知さ

れた日から14日後までに行わなければならない。学生は、請求につき、ステッ

プ１及び２に関連する全ての書類の写しを添付し、学生が保持していない関

連性のある資料についてはその保管者の氏名を副研究科長に知らせるものと

する。セクションⅣＤで要求される全ての通知がなされることは副研究科長

の義務である。副研究科長は本項で述べられた全ての資料を異議処理委員会

の委員長に交付しなければならない。

1V、ロースクール学業異議処理委員会

Ａ・ロースクール学業異議処理委員会の構成下記Ｂに規定される場合を除き、

各異議処理委員会は、研究科長により選任された３年次の学生１名及び専任

教員４名により構成される。教員委員は、毎学年度、同時に、他の委員会の

委員が選任されるのと同様の手続で選任されるものとする。

Ｂ教員のみにより構成される異議処理委員会委員の選任学業に関する異議

を申し立てた学生は、異議処理委員会が、研究科長により選任された専任教

員のみによって構成されるべきことを請求することができる。この請求は、

副研究科長に対し、委員会による審理の請求がなされた日から３日後までに

書面でなされなければならない。

Ｃ・異議処理委員会委員の除斥・交替異議処理委員会委員長の見解において、
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委員会委員と案件又は案件に関連する個人との関係が、委員会により公平な

決定を下すにつき支障があると認めるときは、委員長は、当該委員を直ちに

委員会の委員から除斥し、研究科長により代替の委員が選任されるものとす

る。

異議処理委員会の責務と手続

1．審理前手続

ａ、異議処理委員会が全会一致で、異議につき合理的な問題が存しないと

決定したときは、審理請求を拒絶することができる。ステップ１及び２

の集結が自動的に正式な審理を導くというものではない。審理を拒絶す

る旨の決定はロースクール教授会に抗告することができる。この抗告は

異議処理委員会の決定通知を受領した日から５日以内に書面で行わなけ

ればならず、その次に開催される定例教授会において審議されるものと

する。

ｂ、異議処理委員会は、抗告を受領した日の７日後までに、異議につき審

理するかどうかを決定するものとする。

ｃ，異議処理委員会は、審理を行うと決定した日から14日以内に審理を行

うものとする。

ｄ・異議処理委員会は、請求・抗告等の期間の遵守につき誠実な努力がな

されたことの証拠が存するときは、上記期間の制限を適用しないことが

できる。

ｅ，審理期日が決定される際に、異議処理委員会委員長は下記の事務を行

う。

１）学生及び教員に対し、審理の７日前までに、審理を行う旨を書面で

通知する。

２）全ての当事者に対し、審理の日時及び場所を通知する。

，．
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２．審理手続

異議処理委員会は、審理の際の行為につき、下記を含む書面のガイドラ

インを採択するものとする。

ａ・異議申立学生及び教員は、補助者を付すこと及びその氏名を審理の７

日前までに委員長に通知することにより、補助者を出席させることがで

きる。補助者を付する旨は相手方当事者に通知され、その場合には、相

手方当事者は通知することなく補助者を付することができる。

ｂ審理は、異議申立て学生又は教員が書面で非公開の審理を要求しない

限り、公開とする。非公開の審理の要求は、審理の24時間前までに行わ

なければならない。

ｃ・異議申立学生は明確かつ説得力のある証拠により自らの主張が正しい

ことを立証する責任を負うものとする。

ｄ、委員長は、審理をテープに録音し、秩序を維持する責務を負い、審理

につき適宜必要な決定を下し、重要でなく又は不当に蒸し返された証拠

を排除する権限を有するものとする。

ｅ・異議申立学生及び教員は、関連する全ての争点につき証拠を提出し主

張を行う機会を与えられなければならない。

ｆ口頭もしくは書面の証拠の提出が許される。

９．異議申立学生及び教員は証人に質問を行い、弾劾証言を提出する権利

を有する。

ｈ・異議処理委員会の委員全員が証人に質問することができる。

ｉ・異議処理委員会は、証人から、異議申立学生又は教員から提出された

以外の証言を得ることができる。委員会はまた、ステップ１又は２で提

起されなかったり、審理の際に当事者から提起されなかった問題に関連

する成績表等の書類・資料を収集することができる。他の機密書類につ

いては、適当な関係者の同意を得た場合に限り収集することができる。
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ｊ・審理は、教員の欠席が十分かつ相当な理由によるものである場合を除

き、異議の理由となる行為を行ったと主張されている教員が欠席してい

ても開かれるものとする。教員が十分かつ相当な理由により出席できず、

審理の延期を希望する場合には、委員会は状況下で相当な期間、審理の

延期を許可することができる。十分かつ相当な理由の有無に関する委員

会の決定は、大学内での確定的な決定とする。

ｋ・異議申立学生が、十分かつ相当な理由のある場合を除き、審理に出頭

しない場合は、異議申立ては、再度の提起が許されない形で棄却される。

十分かつ相当な理由の有無に関する委員会の決定は大学内での確定的な

決定とする。

１．全ての証言がなされた後の異議処理委員会による評議は非公開とする.

ｍ、異議処理委員会が事実を認定し決定に至った後、委員長は異議申立学

生及び教員に対し、決定から７学業日以内に、書面で事唖実認定及び決定

を通知するものとする。事実認定及び決定のコピーは副研究科長に送付

されるものとする。

3．異議審理記録

ａ・副研究科長は異議処理委員会の審理の全ての出来事ついての経過表を

保持しなければならない。経過表には論争の主題について短い記述を含

むものとするが、個人を特定する情報を記載してはならない。記録は副

研究科長のオフィスにおいて閲覧に供されるものとする。

ｂ・副研究科長により保持される他の記録として、主張書面、申立てとそ

の決定、口頭の証言を含む証拠、異議処理委員会の報告書、審理の録音

テープ等が含まれるが、それらについては関連当事者以外の閲覧には供

しないものとする。上記の資料は、大学における通常の記録保管規定・

慣行に即した期間のあいだ保管されるものとする。異議申立ての処理結
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果の要約は学生の記録に綴られるものとする。

V、異議処理委員会の終局的な決定に対する抗告

Ａ、教授会による審査異議申立学生又は教員は、異議処理委員会による書面．

での終局的な決定に対して、教授会に抗告することができる。抗告は委員会

の報告書が発行された日から14日以内に、副研究科長に対し、書面でなされ

なければならない。当事者の抗告申立書には、決定に対してどのような救済

がなされるべきかを記載しなければならない。教授会は抗告の震災に必要な

限りで証拠・証言を審査するものであり、その審査は異議処理委員会で提起

された争点に限定されない。

Ｂ・回避教授会の教員が、自己と関連する当事者との関係が公平な決定を下

すにつき支障があると判断するときは、当該教員は審査を回避することがで

きる。

Ｃ・審理期日全ての抗告は、抗告の受理後35日以内に審理されるものとする。

但し、教授会は秋・春の学期中にのみ開催されるものであるから、学期の終

期に申し立てられた抗告の審理は、次の学期にずれ込む可能性が存するもの

である。

Ｄ・審理への出席権異議申立学生及び相手方教員は、教授会の裁量により、

教授会での審理に出席を要求されることがあるが、いずれの当事者も出席す

る権利を有するものではない。

Ｅ、教授会の決定による確定異議処理委員会の決定の審査として行われた教

授会の決定は大学内で確定するものとし、それ以上の審査は行われないもの
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とする。

Ｆ・当事者に対する通知教授会は、審理のなされた日から３日以内に、両当

事者に対し、副研究科長を通じてその決定を通知するものとする。

Ｇ・教授会の権限教授会は異議処理委員会の決定を支持・破棄・修正する権

限を有するものとする。

Ⅵ異議処理委員会の権限

Ａ・上記の規定・手続を通じてなされた事実認定・決定はハワイ大学マノア校

において確定するものとする。

Ｂ・研究科長が異議申立てに対する救済を指揮する権限を有する。

Vn大学外での救済手段

ハワイ大学ロースクールにおける教員の責務・学生の責務・学業異議申立手

続に関する規定のいかなる文言も、学生又は教員が、学外の管轄を有する執行

機関に対して救済を求めることを排除するものではない。

VIⅡ規則の可分性

ハワイ大学ロースクールにおける教員の責務・学生の責務・学業異議申立手

続に関する規定の一部が憲法に違反すると判断された場合であっても、それ以

外の規定はそれとは分離して取り扱われるべきものとする。
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